
１　研修受講

　①喀痰吸引等を実施する事業者が、県又は登録研修機関に喀痰吸引
等研修（第３号研修）の申込みをし、県又は登録研修機関の実施する研修
を受講する。
　※研修実施時期等については、各研修機関等へ確認が必要です。

介護職員等による喀痰吸引等（特定の者）を実施するまでの流れ

県又は登録研修機関

（登録研修機関）

・特定非営利活動法人いわき自立生活センター

いわき市中央台高久二丁目26-4

0246-68-8925

・一般財団法人竹田健康財団

会津若松市山鹿町3番27号

0242-27-5511

・社会福祉法人いわき福音協会

障害者支援施設 野の花ホーム

いわき市平上平窪字羽黒40-51

0246-24-1201

・独立行政法人国立病院機構いわき病院

いわき市豊間字兎渡路291

0246-88-7101

・社会福祉法人けやきの村

障害者支援施設 静心園

福島市飯坂町中野字堰場41

024-542-7213

・株式会社中川

東北福祉カレッジ

宮城県仙台市青葉区小田原4-2-18

022-264-1202

・独立行政法人国立病院機構福島病院

須賀川市芦田塚１３

0248-75-2131

②基本研修

・講義 ８H

・演習 １H

・筆記試験 ９０点以上

⑤実地研修

・必要な行為ごとに

問題ないとされるま

（指導講師）
医師、保健師、助

産師又は看護師

のうち指導者養

成研修修了者

※指導者養成研

修は、DVD等によ

る自己研修で可

③実地研

修講師の

依頼

③指導者

養成研修

合格

⑤実地研修

指導

⑤評価

事業者（従事する者）

①研修申込 ④実地研

修の調整

⑥実地研修 ⑦修了証書

の発行



２　認定特定行為業務従事者の申請

３　喀痰吸引等事業者登録

①認定特定行為業務従事者認定証の交付申請をする。

・認定特定行為業務従事者認定証交付申請書

（省令別表第三号研修修了者対象）（様式第２号）

・住民票の写し（福島県内に居住している者は省略可）

・「社会福祉士及び介護福祉士法附則第４条第３項の各号の規

定に該当しない旨の誓約書 （様式第３号）

・喀痰吸引等研修の修了証明書の写し
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②認定特定行為業務従事者認定証の交付
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①事業者登録の申請をする。

・登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録申請書

（様式第１号）

・介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿（様式第１－２号）

○認定特定行為業務従事者認定証の写し

（看護師の場合は免許証の写し）

・社会福祉士及び介護福祉士法第４８条の４各号の規定に該当

しない旨の誓約書（様式１－３号）

・登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録適合書類

（様式１－４号）

○適合要件に該当する書類を添付

（例） 業務方法書、連携する医療機関等との連絡網、

安全委員会の設置規定、備品一覧表

感染症の予防、発生時の対応の規定など

・申請者法人の場合・・・定款又は寄付行為及び登記事項証明書

・申請者が個人の場合・・・住民票の写し

②登録喀痰吸引事業者（登録特定行為事業者）登録通知

②登録喀痰吸引事業者（登録特

定行為事業者）登録

喀痰吸引等

事業実施

研修修了者について、認定特定行為業務従事者認定証の交付申請をする。

喀痰吸引等事業者の登録をする。



４　登録特定行為事業者において、変更がある場合

①　研修受講（基本研修＋実地研修）【上記１の手続き】

②　認定特定行為業務従事者認定証の交付【上記２の手続き】

③ 登録特定行為事業者の変更登録について、届ける。

・登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）変更登録届出書

（様式第５号）

・介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿（様式第１－２号）

○認定特定行為業務従事者認定証の写し

（看護師の場合は免許証の写し）

④ 県より登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事

業者）登録更新・変更通知書の交付
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実施

新たに喀痰吸引等を実施する者（介護職員等）又は利用者

がいる場合

実施する者が、基本研修を修了している場合は、実地

研修のみ実施（上記１の②を省略）


